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 上越市教職員住宅管理規程の一部を改正する規程を次のように定め、令和６年４月１日か

ら実施する。 

令和６年３月２７日提出 

                   上越市教育委員会教育長  早 川 義 裕   

 

上越市教職員住宅管理規程の一部を改正する規程 

 上越市教職員住宅管理規程（平成２年上越市教育委員会教育長訓令第１号）の一部を次の 

ように改正する。 

  「    

第１号様式中  

※教育委員会記載欄 

 を削る。 １ 許可する。 

 

２ 許可しない。（               ） 

   」  

  「   「    

第２号様式中  

年  月  日 

 

 

 

 

上越市教育委員会 印 

 を  

第     号 

年  月  日 

 

 

 

上越市教育委員会  

 

 に、「３年間」 

   」  」 

を「    年  月  日まで」に改める。 


